
地域密着型特別養護老人ホームいなわしろホーム 

令和 2 年度運営推進会第 5 回運営推進会報告書 

開催日時  令和 3 年 3 月 17 日（水）14 時～15 時 
場  所  いなわしろホーム家族介護者教育室 

参加者 議  題 

入居者ご家族   １名 
地域代表者    １名 
猪苗代町職員   １名 
知見を有する者  １名 
事務局      ４名 

1. 施設長挨拶 
2. 議題 

① ユニットケアの取り組みについて 
② ターミナルケアの振り返りについて 
③ 令和 3 年 4 月～運営基準の変更について 
④ 令和 3 年 4 月～介護報酬の改定について 
⑤ 新型コロナウイルス感染症対策について 

3. その他 
会   議   録 

1. 施設長挨拶 
2. 議題 
① ユニットケアの取り組みについて―ユニット化改修工事後の入浴介助等について介護員主

任より報告。 
（介護員主任）改修工事で入浴設備と洗濯・乾燥機を導入したことで 1 階までの移動時間が減

り、入居者様と接する時間が増えています。コロナ禍による面会制限で入居者様の表情も乏し

かったのが解消されつつあります。専従の看護師が配置されているので日々の状態の変化にも

早く気付くことができています。1 対 1 のマンツーマン対応によりゆっくり話をしながら入浴

ができていますし、今までは固定で割り当てだった入浴も、その日その日で変更がしやすくな

りました。今後は、オムツ使用の入居者様対応のための簡易ベッドや浴室の空調設備等整えて

さらに充実していきたいと考えています。 
（地域代表者）マンツーマン対応は何人ですか。 
（介護員主任）現在マンツーマン対応は 8 人です。機械浴は 5 人、着脱のみ 2 人対応は 7 人で

す。 
② ターミナルケアの振り返りについて―3 月に行ったターミナルケアについて介護員主任よ

り報告。 
（介護員主任）現在終末期の入居者様は県内の方に限り面会していただいています。コロナ禍

で面会が通常通りにはできなかったため、毎日電話で状況報告をさせていただきました。面会

を促しましたが面会体制がうまく伝わらず遠慮されていたようでしたが、直前には面会に来て

いただきました。入浴が好きだったご本人様とご家族様の希望で最期まで入浴も行いました。 
（地域代表者）終末期の間、ドクターは何回来ているのですか。 
（介護員主任）毎週火曜日の午後の定期回診のみです。情報は逐一報告しています。また、タ

ーミナルケアに入る前にご家族とドクターで面談を行っています。 
（猪苗代町職員）ご家族がなかなか来られなかったのはなぜでしょう。 
（介護員主任）面会制限の印象が強かったようです。オンラインのみだと思われていた様子で

した。 



③ 令和 3 年 4 月～運営基準の変更について―事務局より災害対策について別紙に基づき報告。 
（事務局）現在、下舘地区と災害協定を結んでおりますが、具体的な取り組みについては今後

検討していきたいと考えております。 
（猪苗代町職員）まずは区長さんと話を通す必要があると思います。 
（地域代表者）想定される災害に対する準備はしていますか。土砂を詰める袋などの備品を揃

える必要もあるかと思います。 
（入居者ご家族）消防署の検査は入っているのですか。 
（事務局）年に 1 回入っています。 
（知見を有する者）他の施設さんも避難場所や経路方法は心配しているようです。 
（事務局）そのことについても具体的に検討して、ご家族様とも共有していきたいと思います。 
④ 令和 3 年 4 月～介護報酬の改定について―事務局より別紙に基づき報告。 
（事務局）令和 3 年度介護報酬改定ですが、基本単価は資料のとおりとなります。詳しくは後

日機関紙やホームページに掲載を予定しております。また、3 月 29 日～31 日の 3 日間ご家族

様を対象に個別相談会を実施する予定です。 
⑤ 新型コロナウイルス感染症対策について―事務局より別紙に基づき報告。 
（事務局）福島県の補助事業を活用し、簡易陰圧機を広域型 1 台、地域密着型 1 台、ショート

ステイ 1 台の計 3 台導入しました。また 2 月中旬には会津保健福祉事務所様と猪苗代町職員の

方が来所し新型コロナウイルス感染症対策の現地調査とアドバイスをしていただきました。面

会につきましては引き続きオンライン面会とさせていただき、動画撮影による様子の報告もさ

せていただいております。2 月からはご家族様にも写真や動画をお願いし、双方向のコミュニ

ケーションを図っております。 
3. その他 
（地域代表者）2 階は介護事故は少ないのですか。 
（介護員主任）2 階は生活範囲も決まっていて職員の目も届くので食事前後やトイレ前後の転

倒が多いところを防ぐことができています。介護事故の 70～75%を占める転倒・転落も他の事

業所と比較すると少ないです。 
（地域代表者）在宅サービスの事故は対応してもらえないのか。 
（事務局）まずは施設へご連絡ください。直接申し出るのが難しい場合はケアマネージャーさ

んを通しても構いません。施設で事実確認をし、対応させていただきます。 
・次回開催 令和 3 年 5 月 19 日（水）14 時～ 
 


